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令和５年７月 19 日（水）

県庁別館２階第３会議室Ｂ

（事前説明）

１ 逢初川土石流災害に係る県の行政対応の再検証作業の実施の経緯等

について

２ 県の行政対応の再検証に当たって基本姿勢等について

３ 逢初川土石流災害に係る行政対応庁内検証委員会設置要綱（案）

について

（逢初川土石流災害に係る行政対応庁内検証委員会）

４ 逢初川土石流災害検証・被災者支援特別委員会の提言により提起

された県所管法令に係る新たな論点について

５ 庁内検証委員会における検証の進め方等について

６ その他
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逢初川土石流災害に係る行政対応庁内検証委員会設置要綱（案）

（設置）

第１条 令和４年度に静岡県議会に設置された逢初川土石流災害検証・被災者支援

特別委員会（以下「特別委員会」という。）の提言を受け、逢初川土石流災害に

係る県の行政対応について、県として改めて検証を行うため、逢初川土石流災害に

係る行政対応庁内検証委員会（以下「庁内検証委員会」という。）を設置する。

（基本姿勢）

第２条 庁内検証委員会においては、特別委員会からの提言を踏まえ、事実関係を

明らかにし、当時の行政対応を検証するとともに、再発防止に向けて、県として

何かできることはなかったのかとの観点で検証を行うものとする。

２ 庁内検証委員会の検証結果については、検証の過程も含めて公表するものとする。

（検証の対象）

第３条 庁内検証委員会では、特別委員会の提言により提起された「逢初川土石流

災害に係る行政対応検証委員会（令和３年 12 月設置）」で取り扱われていない論点

について、公文書等から整理した事実関係等を基に検証を行うものとする。

（組織）

第４条 庁内検証委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

２ 委員長は、経営管理部総務局長をもって充てる。

３ 委員長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の意見等を聴くことが

できる。

（会議）

第５条 庁内検証委員会は、委員長が必要に応じて招集し、主宰する。

２ 庁内検証委員会は、原則非公開とする。

３ 庁内検証委員会においては、議事録を作成する。

（庶務）

第６条 庁内検証委員会の庶務については、経営管理部総務局において処理する。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和５年７月 日から施行する。



別表（第３条関係）

部 局 名 職 名

経 営 管 理 部 総務局長

〃 総務局参事

くらし・環境部 廃棄物リサイクル課長

〃 盛土対策課長

経 済 産 業 部 森林保全課長

交 通 基 盤 部 砂防課長

〃 土地対策課長



逢初川土石流災害検証・被災者支援特別委員会の提言（提言１）の概要

【提言１ 行政対応に関する再検証作業の実施】

前 文

・第三者委員会では、森林法、砂防法など、県所管の法令等が適正に運用

されていれば、災害は発生しなかったのではないかとの観点ではほとんど

深堀りされておらず、十分な検証がなされたものとは言えない。

・地域の安全を守るために、それぞれが所管する法令等でできる限りの

対応をしていたのかとの観点での検証は十分とは言えないので、以下の

項目に留意し、再発防止のために、公正・中立な立場から改めて再検証

が行われるべき。

行政対応

検証委員

会のスキ

ーム

・第三者委員会への提供資料が不十分だったことにより検証の範囲や期間が

狭まったと考えられること、検証期間が短かったこと、関連法令に

係る事実関係について委員が把握していない点が多いことなど、公正・

中立な立場で十分な検証が行われる環境が整っていたのか疑問。

砂 防 法

・逢初川源頭部及びその上流域の砂防指定地について、県は、治水上砂防の

観点から面指定の必要性が認められないとの主張だが、地権者の私権制限

とエリアの安全性を比較考量して、その判断が妥当であったのか疑問。

・また、県が主張する「法令適用における比例原則により、砂防法による

行為制限を行わなかった」との判断は適切であったのか。

森 林 法

・林地開発許可における一体性の判断について、業者の悪質性、行為の

連続性から、県民の安全を守るためにより踏み込んだ判断が必要だったの

ではないか。

・逢初川源頭部北側の防災工事が完了しないまま中断した宅地造成工事に

ついて、業者に対する指導等、県の対応は適正に行われていたか。

土砂災害

防止法

・土砂災害警戒区域を指定するまでの間に盛土が行われたことを鑑みると、

時間が掛かりすぎと言わざるを得ず、区域指定までの地権者との調整及び

手続は、その期間も含め適正であったのか検証すべき。

都市計画

法

・逢初川源頭部北側の開発許可がされているものの未完了で、防災工事も

一部完了していないと思われる区域について、業者への県の対応や権限

移譲後、市への技術的助言等が適切に行われていたのか検証すべき。

土採取等

規制条例

・もっと早期に条例の見直しを行うべきではなかったのか。条例による規制

効果の検証や改正の必要性の判断も含め、適切な対応が行われていたか

検証すべき。

廃棄物の

処理及び

清掃に関

する法律

・逢初川源頭部北西側区域に持ち込まれた廃棄物に対する県の指導は適切

に行われたのか確認する必要がある。

・源頭部から源頭部北西側区域に移動された木くず混じりの土砂に関し、

行為者を特定するための調査や、現土地所有者の廃棄物投棄への関与の

有無についての調査など、適切な対応が行われていたか検証すべき。











検 証 の 進 め 方

１ 事実関係等の整理

・検証対象の法令による規制の目的、手順など、制度内容を整理する。

（検証対象の法令の所管委員からの聞き取り等により、当該法令に

よる一般的な行政対応を確認）

・県保有の公文書等により、当時の土地改変行為等への検証対象の法令

による県の行政対応等に係る事実関係を時系列で整理（各委員が

公文書等を確認の上、検証に必要な事実関係に漏れ等がないか意見

交換。漏れ等がある場合は、当時の担当職員等へのヒアリング等の

実施を検討）する。

２ 当時の行政対応の妥当性等についての検証

・１で整理した制度内容等と事実関係等を踏まえ、検証対象の法令に

係る行政対応の検証に当たってのポイント（論点）等を、委員間の

意見交換により精査し、そのポイント等を踏まえ、当時の行政対応の

妥当性等について、庁内検証委員会としての見解をまとめる。

・当時の行政対応について「妥当でない」との見解の場合は、「当該

対応を採った理由等」をできる限り確認し、その理由等を踏まえ、

庁内検証委員会としての最終的な見解をまとめる。

３ 再発防止に向けた検証

・１で整理した検証対象の法令に係る行政対応の事実関係等と、盛土

造成（①区域）に係る行政対応に関する事実関係等を比較し、再発

防止に向けて、「県として何かできることはなかったのか（県として

すべきだった事は何か）」との観点での検証に当たってのポイント

（論点）等を、委員間の意見交換により精査し、そのポイント等を

踏まえ、庁内検証委員会としての見解をまとめる。
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